
　　〈変更内容〉

　１　指名停止期間等の見直し

①　独占禁止法違反などに係る指名停止期間の見直し

別紙　「指名停止要綱の主な改正点について」をご覧ください。

　２　「指名回避」条項の削除

指名停止要綱から指名回避の条項を削除し，これに関連する条項等を変更します。

　３　その他

　　〈実施時期〉

　平成30年4月1日以降　措置要件に該当することが明らかになったものから適用します。

　【お問い合せ先】   
      財政局契約課　 工事契約係 電話　０２２－２１４－８１２５

管理係　　　 電話　０２２－２１４－８１４７

平 成 30 年 3 月

仙 台 市 契 約 課

仙台市の請負工事等において，違法・不法行為の排除の徹底を図るた
め，指名停止措置の強化等の見直しを行います。

②　措置要件の地域区分の見直し

指名停止に関する要綱及び 
要綱実施要領を改正します 
（平成30年4月から実施）                                         


